
令和７年度三田市生活困窮者等就労準備支援事業 

「居場所等伴走支援＝ワン・ステップ」業務委託仕様書 

 

１ 委託事業名 

三田市生活困窮者等就労準備支援事業「居場所等伴走支援＝ワン・ステップ」 

 

２ 事業の目的 

  生活困窮者及び生活保護受給者のうち、社会との関わりに不安を感じている、生活

リズムが乱れている、就労意欲が低下しているなどの理由により就労に一歩踏み出す

ことに支援が必要な者に対し、居場所の運営及びアウトリーチを含む伴走型の支援を

実施し、自己肯定感または自己有用感の向上に寄与することを目的とする。 

 

３ 履行期間 

  契約締結日（令和 7年 5月中を予定）から令和 8年 3月 31 日までとする。 

 

４ 事業対象者 

  三田市生活困窮者等就労準備支援事業実施要領３に該当する以下の者（以下、「利

用者」という）とする。 

⑴ 生活保護受給者 

⑵ 生活困窮者 

 

５ 委託業務内容 

⑴ 就労準備支援プログラムの作成・評価 

⑵ 通所型の居場所の運営 

⑶ 伴走型（アウトリーチを含む）の支援の実施 

⑷ 事業周知用のチラシ等の原稿作成 

 

６ 実施内容 

⑴ 就労準備支援プログラムの作成・評価 

利用者及び関係機関（福祉事務所・自立相談支援機関等）と協議の上、利用者

の意欲や特性・能力に応じて、計画的かつ利用者が主体的に本事業に参加でき

るような支援目標を設定し、個人ごとの就労準備支援プログラム（計画書・評

価書）を作成すること。 

 

⑵ 通所型の居場所の運営・伴走型の支援の実施 

社会参加の機会を提供する目的として、居場所を毎月２回開所し、自宅以外の

くつろげる空間を提供するとともに、開所時間中に本人の希望に応じ、面談ま

たは伴走型の支援（個別プログラム）を実施すること。 

■個別プログラムの例 

 外出（ドライブ） 

 体力向上（ウォーキング・ランニング・サイクリング） 

 芸術（描写） 

 ボランティア体験 

 軽作業体験 

 履歴書作成 

 模擬面接 



 企業見学 

 職業適性検査 

【補足】 

生活自立・社会生活自立・就労自立の目的達成のために必要な支援として、

利用者が興味・関心を持ち、自発的に活動したいと思えるプログラムを用意

すること。 

 

   ■居場所運営における留意事項 

① 居場所の開所時間：10：00～15：00 

② 居場所の日時：可能な範囲で曜日等を固定すること。 

③ 居場所に常駐する職員と伴走型の支援に対応する職員の２名以上を配置

すること。 

④ 年に４回以上、居場所の開所時間を利用した外出等の全体プログラムを

実施すること（移動型居場所）。 

 

⑶ 伴走型（アウトリーチを含む）の支援の実施 

居場所開所時に実施する伴走型の支援とは別に、年間５回以上、利用者宅等へ

の訪問や同行支援等による伴走型の支援を実施すること。なお、支援の内容は

居場所における個別プログラムと同内容でも差し支えない。 

 

⑷ 事業周知用のチラシ等の原稿作成 

事業周知用のチラシや個別プログラム等の説明資料等の原稿案を作成するこ

と。 

     

７ 実施場所等 

⑴ 居場所の会場は三田市内とし、市と協議の上、利用者が通所しやすい場所を受

託事業者が確保すること（場所使用料等の費用が発生する場合は、委託料の中

から負担すること）。利用者が自力通所できない場合や伴走型の支援にかかる自

動車等による移送は受託事業者が行うこと。 

⑵ 伴走型（アウトリーチを含む）の支援については、利用者宅等での面談のほ

か、体験活動等に同行するなど、柔軟に実施すること。 

 

８ 利用者の定員 

  居場所と伴走型の支援を組み合わせた支援を想定しているため、同時に支援する

利用者は５名程度とする（就職等により、支援終結者が出た場合は、新たな利用者

を追加することも可とする）。 

 

９ 人員配置 

⑴ 就労準備支援担当者 

就労準備支援担当者を 1名以上配置すること。 

キャリアコンサルタント・産業カウンセラー等の有資格者や就労支援業務経験が

あり、適切な支援を行うことができる者。 

⑵ 就労準備支援責任者 

市や利用者との連絡調整及び事業実施時の統括を行う常勤の責任者を 1 名配置

すること（就労準備支援担当者との兼務も可とする）。 



 

１０ 利用料金・工賃等 

⑴ 利用料金 

本事業の利用料金は原則として無料とする。ただし、一部の自己負担について、

市と協議し承認を受けた場合はこの限りではない。 

⑵ 工賃等 

居場所及び伴走型の支援の一環として利用者が生産活動を行った場合、得られた

収益の中から、利用者に工賃や交通費等を支出することは妨げないが、委託料か

らこれらを支出してはならない。 

 

１１ 業務計画表・実績報告書 

⑴ 業務計画表の提出 

年間の業務計画表を作成し、本業務委託契約締結後、10 日以内に市に提出し、承

認を受けること。 

⑵ 月間報告書の提出 

当月分の支援状況をとりまとめ、月間の支援報告書を作成し、個別支援プログラ

ム（計画書・評価書）とともに翌月 10 日までに市へ提出すること。 

 ⑶ 年間報告書の提出 

委託業務完了後、年間の支援結果の概要・成果等を取りまとめ、年間の支援報告

書を作成し、速やかに市へ提出すること。 

【報告書に盛り込む内容】 

   ①実施した支援内容 

   ②支援の実施回数（総回数及び利用者ごと） 

   ③事業の効果（利用者の行動面・心理面の変化など） 

   ④事業実施上の反省点や改善点 

 

１２ 関係機関等との連携 

⑴ 生活保護受給者に関する連携 

受託事業者は、市福祉事務所のケースワーカーと密に連絡調整を図り、必要に応

じケース会議等に参加すること。 

⑵ 生活困窮者に関する連携 

受託事業者は、自立相談支援機関と密に連絡調整を図るとともに、市の要請に基

づき、市または関係機関との支援調整会議、ケース検討会等の定期的または臨時

的な会議に出席すること。 

 

１３ 業務の適正な実施 

⑴ 個人情報の保護 

ア 受託事業者は、本事業を実施する上で個人情報を取扱う場合には、三田市個人

情報保護法施行条例及び関係法令等に基づき、その取扱いに十分留意し、漏え

い、滅失及び毀損の防止その他個人情報の保護を徹底すること。また、事業に

携わる者に、個人情報の保護につき周知徹底を図ること。 

イ 支援にあたっては、支援内容の必要性から、関係機関の間で情報共有を行うこ

とについて支援対象者へ十分説明し、支援開始時点等で支援対象者から必ず同



意を得ること。 

 ⑵ 守秘義務 

  受託事業者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または

自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

⑶ 業務の一括再委託の禁止 

  受託事業者は、受託した業務を一括して第三者に委託し、または請け負わせること

はできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、委

託者と協議の上、業務の一部を委託することができるものとする。 

 

１４ 苦情等への対応 

本事業の実施に関する苦情・トラブル、問い合わせへの対応は受託事業者の責

任において行うこと。また、苦情・トラブルが発生した場合は、対応後に報告書

を作成し、速やかに市に報告すること。 

 

１５ 保険加入 

受託事業者は、事業実施時または実施場所との往復時に遭遇する事故に備える

ため、適切な保険に加入すること。また、その保険費用については委託料から支

払うこと。 

 

１６ 遵守すべき関係法令及び通知 

    以下の関係法令を遵守し、手引き及びマニュアル等の趣旨を踏まえて業務を

実施すること。 

⑴ 厚生労働省 就労準備支援事業実施要領・被保護者就労準備支援等事業実施要

領 

 令和7年1月7日付け社援発0107第6号厚生労働省社会・援護局長通知の別添4及び

5 

⑵ 被保護者就労準備支援事業(一般事業分)の実施について 

平成31年3月29日付け社援保発0329第5号厚生労働省社会・援護局保護課長通知 

⑶ 就労準備支援事業の手引き 

令和2年3月31日付け社援地発0331第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通

知の別添3 

⑷ 生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル 

(令和5年5月8日第13版) 

   令和5年5月8日付け社援発0508第2号厚生労働省社会・援護局長通知 

⑸ 地域におけるアウトリーチ支援等推進事業の実施について 

 平成30年3月29日付け社援保発0329第3号厚生労働省社会・援護局保護課長、社

援地発0329第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知 


